	児童福祉法に基づく○○○（障害児相談支援）運営規程
（事業の目的及び運営の方針）

第１条　○○○（以下「事業所」という。）は、障害児又はその保護者（以下「障害児等」という。）の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案して利用する障害児通所支援の種類及び内容等を定めた計画（障害児支援利用計画）を作成し、関係者との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、計画が適切であるかどうかについて、保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該障害児の心身の状況その他の事情を勘案して障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づいて給付決定等に係る申請の勧奨等を行う。
２　指定障害児相談支援は、障害児等の意思及び人格を尊重し、常に当該障害児等の立場に立って行う。

３　指定障害児相談支援は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう配慮して行う。
４　指定障害児相談支援は、障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児等の選択に基づき、適切な保険、医療、福祉、教育等のサービス（以下「福祉サービス等」という。）が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

５　指定障害児相談支援は、障害児等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。

６　事業者は、市町村、障害児通所支援事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。

７　事業者は、障害児が指定障害児相談支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、すべての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加や包摂の推進（インクルージョン）に努める。
８　事業者は、自ら提供する指定障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。
９　事業者は、事業所を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
10　事業者は、指定障害児相談支援の終了に際しては、障害児等に対して適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努める。

11　前１０項のほか、児童福祉法、「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」（平成２４年厚生労働省令第１６号）その他の関係法令等を遵守し、指定障害児相談支援を実施するものとする。


（職員の職種、員数及び職務の内容）

第２条　職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

　　ア　管理者　１

職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定障害児相談支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

　　イ　相談支援専門員　　１以上
　　　相談支援専門員は、利用者の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行い、適切な障害児通所支援の利用が行われるようにする。

（営業日及び営業時間）

第３条　事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

⑴　営業日
　○曜日から○曜日までとする。

ただし、国民の祝日、年末年始（○日程度）及び夏季休業（○日程度）を除く。

⑵　営業時間
　午前○時から午後○時までとする。

（指定障害児相談支援の提供方法及び内容）

第４条　事業所で行う指定障害児相談支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

⑴　提供方法
　保護者から相談を受ける場所、課題分析の手順等を記載してください
⑵　障害児相談支援の内容
ア　アセスメントの実施
　　イ　障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画の作成

　　ウ　モニタリングの実施
エ　ア～ウに掲げる便宜に附帯する便宜

（利用者等から受領する費用及びその額）

第５条　保護者の選定により第９条に定める通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定障害児相談支援を提供する場合は、それに要した交通費（移動に要する実費）の支払いを保護者から受ける。
２　前項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を保護者に対し交付する。

３　第１項の交通費については、あらかじめ保護者に対し、その額について説明を行い、保護者の同意を得る。
（通常の事業の実施地域）

第６条　通常の事業の実施地域は、京都市○○区、○○区とする。

（指定障害児相談支援を提供する主たる対象者）

第７条　指定障害児相談支援を提供する主たる対象者は、○○とする。
（虐待防止に関する事項）

第８条　事業者は、障害児の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
⑴　虐待防止に関する責任者の選定及び設置

⑵　成年後見制度の利用支援

　⑶　苦情解決体制の整備

⑷　従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
⑸　虐待防止委員会の定期的な開催及び従業者に対する結果の周知徹底

（その他運営に関する重要事項）

第９条　その他運営に関して次の措置を講じる。
⑴　支援に関する利用児童又は保護者その他の家族からの苦情に応じるための窓口の設置、苦情解決の体制・手順の整備及び苦情を受け付けた場合の記録

⑵　感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）の策定
⑶　「障害福祉サービス等情報公表システム」を利用した京都市への児童福祉法第33条の18の規定に基づく支援の利用に資する情報の報告
⑷　京都市から「地域生活支援拠点」に位置付けられていることから、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするための事業を行う。
附　則

　この規程は、○○年○月○日から施行する。
この規定は、○○年○月○日から施行する。
…（改定の度に施行日を追記してください）




職員の員数は入退職や日々の配置により変動するため、「以上」と表記して構いません。基準人員の要件に合わせて「児童指導員又は保育士○以上」などとしても結構です。





○年末年始やお盆休みは暦により変動します。毎年運営規程を変更する必要が生じないよう柔軟に記載してください。





障害種別にかかわらず受け入れることが原則です。


専門性の確保等、必要があって主たる対象を定める場合に限り規定してください。定めない場合、１１条は不要です。


「重症心身障害」「難聴」「視覚障害」などが想定されます。





⑴～⑶には、実施していなければ減算の対象となる項目を中心に列記しています。その他、必要に応じて規定してください。


⑷は、地域生活支援拠点に位置付けられている事業所に限定した記述です。








